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(57)【要約】
【課題】撮影倍率を変更した際の内部固視灯の大きさ及
び移動量の変化によらず、同じ固視状態を維持可能な眼
科装置を提供する。
【解決手段】被検眼を撮影するための撮影光学系と、撮
影光学系と一部の光路を共有し、被検眼に内部固視灯を
投影するための投影光学系と、を有する眼科装置におい
て、撮影光学系の光路に配される光学部材を切り換えて
被検眼の撮影倍率を変更する撮影倍率変更手段と、撮影
倍率の変更に応じて内部固視灯の被検眼に投影される表
示様式を変更する変更手段と、を配する。
【選択図】図４（ａ）
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検眼を撮影するための撮影光学系と、
　前記撮影光学系と一部の光路を共有し、前記被検眼に内部固視灯を投影するための投影
光学系と、
　前記撮影光学系の光路に配される光学部材を切り換えて前記被検眼の撮影倍率を変更す
る撮影倍率変更手段と、
　前記撮影倍率の変更に応じて前記内部固視灯の前記被検眼に投影される表示様式を変更
する変更手段と、を有することを特徴とする眼科装置。
【請求項２】
　前記撮影倍率変更手段により切り換えられる前記光学部材は、前記撮影光学系と前記投
影光学系とに共有される光路に配され、
　前記変更手段は、前記撮影倍率が変更される前に前記固視灯が前記被検眼に投影された
際の表示様式となるように、前記固視灯の表示様式を変更し補正する手段であることを特
徴とする請求項１に記載の眼科装置。
【請求項３】
　前記変更される表示様式は、被検眼に投影される固視灯の大きさ及び移動量の少なくと
も何れかであることを特徴とする請求項２に記載の眼科装置。
【請求項４】
　前記変更手段は、前記撮影倍率が高倍率に変更された場合に、前記変更された倍率に応
じて前記内部固視灯において表示される前記固視灯の大きさを大きく変更することを特徴
する請求項３に記載の眼科装置。
【請求項５】
　前記変更手段は、前記撮影倍率が高倍率に変更された場合に、前記変更された倍率に応
じて前記内部固視灯において表示される前記固視灯の移動量を大きく変更することを特徴
する請求項３又は４に記載の眼科装置。
【請求項６】
　前記撮影倍率変更手段により切り換えられる前記光学部材は、前記撮影光学系と前記投
影光学系とに共有される光路に配され、
　前記変更手段は、前記撮影光学系とは共有されない前記投影光学系の光路に配されて、
前記撮影倍率変更手段によって変化した前記被検眼に対する前記内部固視灯の表示様式を
補正する補正用光学部材を変更する手段であることを特徴とする請求項１に記載の眼科装
置。
【請求項７】
　前記撮影倍率変更手段により切り換えられる前記光学部材は、前記投影光学系とは共有
されない前記撮影光学系の光路に配され、
　前記変更手段は、前記撮影光学系とは共有されない前記投影光学系の光路に配されて、
前記撮影倍率変更手段によって変化した前記被検眼に対する前記内部固視灯の表示様式を
補正する補正用光学部材を変更する手段であることを特徴とする請求項１に記載の眼科装
置。
【請求項８】
　前記撮影倍率変更手段により切り換えられる前記光学部材は、前記投影光学系とは共有
されない前記撮影光学系の光路に配され、
　前記変更手段は、前記撮影光学系とは共有されない前記投影光学系の光路に配される合
焦用の光学部材の合焦状態を変更する手段であることを特徴とする請求項１に記載の眼科
装置。
【請求項９】
　被検眼を撮影するための撮影光学系と、
　前記被検眼に内部固視灯を投影するための投影光学系と、
　前記撮影光学系と前記投影光学系が共有する光路上に光学部材を着脱する着脱手段と、
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　前記光学部材が装着された時に前記光学部材の特性を検出する検出手段と、
　前記光学部材の特性に応じて前記内部固視灯の表示様式を変更する変更手段と、
を有することを特徴とする眼科装置。
【請求項１０】
　前記光学部材の特性は前記被検眼を撮影する撮影倍率であることを特徴とする請求項９
に記載の眼科装置。
【請求項１１】
　前記内部固視灯の表示様式は前記内部固視灯を前記被検眼に投影する際の前記内部固視
灯の大きさであることを特徴とする請求項８又は９に記載の眼科装置。
【請求項１２】
　前記内部固視灯の表示様式は前記内部固視灯を前記被検眼に投影する際の前記内部固視
灯の移動量であることを特徴とする請求項９乃至１１の何れか一項に記載の眼科装置。
【請求項１３】
　被検眼を撮影するための撮影光学系と、
　前記被検眼に内部固視灯を投影するための投影光学系と、
　前記撮影光学系の光路上に配置された光学部材と第一の光学部材とを切換える第一の切
換手段と、
　前記投影光学系の光路上に配置された光学部材と第二の光学部材とを切換える第二の切
換手段と、
　前記第一の光学部材に切換えた時に前記第一の光学部材の特性に応じて前記第二の光学
部材への切換えを行うことで前記内部固視灯の前記被検眼に投影する際の表示様式を変更
する変更手段と、
を有することを特徴とする眼科装置。
【請求項１４】
　前記第一の光学部材は撮影倍率を変更するレンズであることを特徴とする請求項１３に
記載の眼科装置。
【請求項１５】
　前記第二の光学部材は前記第一の光学部材の特性を相殺する補正レンズであることを特
徴とする請求項１３又は１４に記載の眼科装置。
【請求項１６】
　被検眼を撮影するための撮影光学系と、
　前記撮影光学系と一部の光路を共有し、前記被検眼に内部固視灯を投影するための投影
光学系と、を有する眼科装置の制御方法であって、
　前記撮影光学系の光路に配される光学部材を切り換えて前記被検眼の撮影倍率を変更す
る工程と、
　前記撮影倍率の変更に応じて前記内部固視灯の前記被検眼に投影される表示様式を変更
する工程と、を有することを特徴とする眼科装置の制御方法。
【請求項１７】
　前記撮影倍率変更手段により切り換えられる前記光学部材は、前記撮影光学系と前記投
影光学系とに共有される光路に配され、
　前記変更する工程において、前記固視灯の表示様式が変更されることを特徴とする請求
項１６に記載の眼科装置の制御方法。
【請求項１８】
　請求項１６又は１７に記載の眼科装置の制御方法の各工程をコンピュータに実行させる
ことを特徴とするプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は眼科装置及びその制御方法に関するものである。
【背景技術】
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【０００２】
　現在、光学機器を用いた眼科用の装置として、様々なものが使用されている。例えば、
眼を観察する眼科装置として、前眼部撮影機、眼底カメラ、共焦点レーザー走査検眼鏡（
Ｓｃａｎｎｉｎｇ　Ｌａｓｅｒ　Ｏｐｈｔｈａｌｍｏｓｃｏｐｅ：ＳＬＯ）、ＡＯ－ＳＬ
Ｏ（Ａｄａｐｔｉｖｅ　Ｏｐｔｉｃｓ　Ｓｃａｎｎｉｎｇ　Ｌａｓｅｒ　Ｏｐｈｔｈａｌ
ｍｏｓｃｏｐｅ）等様々な機器が使用されている。中でも、多波長光波干渉を利用した光
コヒーレンストモグラフィ（ＯＣＴ：Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｃｏｈｅｒｅｎｃｅ　Ｔｏｍｏｇ
ｒａｐｈｙ）による光断層像撮像装置は、試料の断層像を高解像度に得ることができる装
置であり、眼科装置として網膜の専門外来では必要不可欠な装置になりつつある。以下、
これをＯＣＴ装置と記す。
【０００３】
　ＯＣＴ装置は、低コヒーレント光である測定光を、参照光と測定光とに分け、該測定光
を被検査物に照射し、その被検査物からの戻り光と対応する参照光とを干渉させることに
よって被検査物の断層を測定することができる。また、ＯＣＴ装置は測定光を、サンプル
上にスキャンすることで、そのスキャン範囲において高解像度の断層像を得ることができ
る。そのため、被検眼の眼底における網膜の断層像が取得され、網膜の眼科診断等におい
て広く利用されている。
【０００４】
　ここで、ＯＣＴ装置を用いて眼底撮影を行う時に、初めに広い範囲で撮影し、撮影画像
中で異常またはその可能性がある部位が発見された場合には、撮影倍率を上げて拡大撮影
したい部位の撮影を行う。この拡大撮影したい部位を撮影する時に、広い範囲で撮影した
時の内部固視の位置から最適な内部固視の位置を自動的に決定することで撮影を容易にす
る装置が知られている（特許文献１）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００３－０９３３４８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、特許文献１に開示される構成にあっては、最終的に被検眼を固視させた
い位置については得られるが、撮影倍率（撮影画角）を変更することによる内部固視標の
大きさの変化は考慮されていなかった。このため、該固視標の大きさの変化によって、変
倍前と同じ固視状態を得ることが出来なかった。
【０００７】
　本発明はこのような状況に鑑みて為されたものであって、被検眼の撮影時の倍率を変更
した場合であっても、変更前と同じ固視状態が得られる眼科装置及びその制御方法を提供
することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記目的を達成するために、本発明に係る眼科装置は、
　被検眼を撮影するための撮影光学系と、
　前記撮影光学系と一部の光路を共有し、前記被検眼に内部固視灯を投影するための投影
光学系と、
　前記撮影光学系の光路に配される光学部材を切り換えて前記被検眼の撮影倍率を変更す
る撮影倍率変更手段と、
　前記撮影倍率の変更に応じて前記内部固視灯の前記被検眼に投影される表示様式を変更
する変更手段と、を有することを特徴とする。
【発明の効果】
【０００９】
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　本実施例によれば、撮影倍率の変更に伴う固視灯の変化を抑制することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本実施例１における装置全体の概略構成と光学ヘッドに内蔵される測定光学系の
一構成例を示した模式図である。
【図２】従来の眼科装置における変倍時の内部固視の大きさ及び移動量の一例を示した図
である。
【図３（ａ）】本実施例１における変倍方法について、測定光学系の主要部を抽出して示
す図である。
【図３（ｂ）】本実施例１の変形例における変倍方法について、測定光学系の主要部を抽
出して示す図である。
【図３（ｃ）】本実施例１の他の変形例における変倍方法について、測定光学系の主要部
を抽出して示す図である。
【図３（ｄ）】本実施例２における変倍方法について、測定光学系の主要部を抽出して示
す図である。
【図４（ａ）】本実施例１における撮影の流れの例を各々示すフローチャートである。
【図４（ｂ）】本実施例２における撮影の流れの例を各々示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　本発明を図１～図４に図示の実施例に基づいて詳細に説明する。なお、本発明は以下の
実施例に限定されるものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲内において種々の変形
が可能である。
【実施例１】
【００１２】
＜装置の概略構成＞
　本実施例における眼科装置である眼底検査装置の概略構成について、図１を用いて説明
する。
【００１３】
　図１（ａ）は、本実施例に係る眼科装置の構成を模式的に示す側面図である。本実施例
に係る眼科装置２００は、光学ヘッド９００、ステージ部９５０、制御部９２５（パソコ
ン）及びこれと付随する構成、及びあご台３２３を有する。光学ヘッド９００は、前眼画
像および眼底の２次元像および断層画像を撮像するための測定光学系である。
【００１４】
　ステージ部９５０は、光学ヘッド９００を図中ｘｙｚ方向に移動可能とする移動部とし
て機能する。該ステージ部９５０は、光学ヘッド９００とステージ部９５０は、ステージ
部９５０に含まれるチルティング機構部９５１及びパンニング機構部９５２により繋がっ
ている。チルティング機構部（以下チルト機構部と称する）９５１は、光学ヘッド９００
を垂直方向にチルティングする。また、パンニング機構部９５２（以下パン機構部と称す
る。）は、光学ヘッド９００を水平方向にパンニングする。
【００１５】
　パソコン９２５はステージ部の制御部を兼ねており、ステージ部の制御とともに断層画
像の構成等を行う。ハードディスク９２６は被検者情報記憶部を兼ね、断層撮像用のプロ
グラムなどを記憶する。モニタ９２８は表示部であり、測定条件等の入力画面や断層画像
を画面上に表示する。入力部９２９はパソコンへの指示を行う入力部であり、具体的には
キーボードとマウスから構成される。あご台３２３は、被検者のあごと額とを固定するこ
とで、被検者の眼（被検眼）の固定を促す。
【００１６】
　次に前述した光学ヘッド９００に内蔵される本実施例に係る測定光学系、参照系および
光源周辺の構成について図１（ｂ）を用いて説明する。
【００１７】
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　まず、測定光学系について説明する。被検眼１０７に対向して対物レンズ１３５－１が
設置され、その光軸上に第１ダイクロイックミラー１３２－１及び第２ダイクロイックミ
ラー１３２－２が配置される。被検眼１０７からの光路は、第１ダイクロイックミラーに
よって反射方向の前眼観察用の光路３５３と、透過方向のＯＣＴ光学系の光路３５１及び
眼底観察と固視灯用との光路３５２と、に波長帯域ごとに分岐される。また、第１ダイク
ロイックミラー１３２－１の透過方向の光路は、第２ダイクロイックミラーによって、反
射方向のＯＣＴ光学系の光路３５１と、透過方向の眼底観察及び固視灯用の光路３５２と
、に波長帯域ごとに分岐される。
【００１８】
　光路３５２には、第２ダイクロイックミラーより順に、第１レンズ１３６－１、第１合
焦レンズ１３５－３、第２レンズ１３５－４、及び穴あきミラー１３３が配置される。被
検眼１０７の眼底からの反射光は、該穴あきミラー１３３により反射され、眼底観察用の
ＣＣＤ１７２に受光される。光路３５２から続く穴あきミラー１３３の透過方向には、第
３ダイクロイックミラー１３２－３が配置される。
【００１９】
　該第３ダイクロイックミラー１３２－３によって、眼底観察用のＳＬＯ光源１７３及び
固視灯１９１からの光が光路３５２に入射する。第１合焦レンズ１３５－３は、固視灯１
９１及び眼底観察用の反射光の焦点合わせのため不図示のモータによって図中矢印に沿っ
た光軸方向に駆動される。ＳＬＯ光源１７３からは中心波長７８０ｎｍの光を出射する。
なお、本実施形態に記載の波長等の数値は例示であり他の数値としてもよい。固視灯１９
１は可視光を発生してこれを被検者に注視させることにより、被検眼１０７の固視を促す
ものである。ここで、ＳＬＯ光源１７３から被検眼へ向かう光は不図示の走査手段により
光軸に直交する平面（ＸＹ平面）において二次元的に走査される。また、固視灯１９１か
ら眼に向かう光も同様に不図示の走査手段により二次元的に走査される。例えば、制御部
９２５は、不図示の走査手段による走査位置に連動して固視灯１９１の点灯・消灯を制御
することで被検者により認識される固視灯の形状および位置を制御することができる。す
なわち、制御部９２５は固視灯１９１の点灯・消灯を制御することで被検者により認識さ
れる固視灯の大きさ及び移動量を制御することが可能である。また、固視灯１９１を２次
元のＬＣＤにより構成することとしてもよい。この場合、不図示の走査手段は不要である
。制御部９２５はＬＣＤにおける点灯位置を制御することで被検者により認識される固視
灯の形状および位置を制御することができる。すなわち、制御部９２５はＬＣＤにおける
点灯位置を制御することで被検者により認識される固視灯の大きさ及び移動量を制御する
ことが可能である。
【００２０】
　前眼観察用の光路３５３には、第１ダイクロイックミラー１３２－１より順に、第４レ
ンズ１３５－２、スプリットプリズム１４０、第５レンズ１３５－１０、及び前眼観察用
の赤外線ＣＣＤ１７１が配置される。このＣＣＤ１７１は不図示の前眼観察用照明光の波
長、具体的には９７０ｎｍ付近に感度を持つものである。
【００２１】
　光路３５１は前述の通りＯＣＴ光学系を成しており被検眼１０７の眼底の断層画像を撮
像するための各光学部材が配置される。より具体的には断層画像を形成するための干渉信
号を得るものである。該光路３５１には、第２ダイクロイックミラー１３２－２より順に
、第５レンズ１３６－２、ＸＹスキャナ１３４、シャッター１１７、第２合焦レンズ１３
５－９、及び第６レンズ１３５－６が配置される。該光路３５１はこれら光学部材を経て
、ファイバーより測定光を供給するコリメータ１１６に至る。シャッター１１７は被検眼
１０７への光照射を撮像時のみにするための光路３５１の開放と遮断とを為すために用い
られる。
【００２２】
　ＸＹスキャナ１３４は光を眼底上で走査するための構成である。なお、ＸＹスキャナ１
３４は一枚のミラーとして図示してあるが、ＸＹ２軸方向の走査を行うものであり、実際
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には二枚のミラーより構成される。第２合焦レンズ１３５－５は、コリメータ１１６を介
してファイバー１３１－２から出射する光源１０１からの光を眼底１０７上に焦点合わせ
するために、不図示のモータによって図中矢印に沿った光軸方向に駆動される。この焦点
合わせによって眼底１０７からの戻り光は、同時にファイバー１３１－２先端にスポット
状に結像されて入射されることとなる。
【００２３】
　なお、該光路３５１に配置される構成、及び第２ダイクロイックミラー１３２－２、第
１ダイクロイックミラー１３２－１及び対物レンズ１３５－１は、被検眼１０７を撮影す
るための撮影光学系を構成する。また、前述した光路３５２に配置される構成、及び第２
ダイクロイックミラー１３２－２、第１ダイクロイックミラー１３２－１及び対物レンズ
１３５－１は、被検眼に内部固視灯を投影するための投影光学系を構成する。これら撮影
光学系及び投影光学系は、第２ダイクロイックミラー１３２－２から被検眼１０７に至る
一部の光路を共有する。
【００２４】
　次に、光源１０１からの光路と参照光学系の構成について説明する。
【００２５】
　光源１０１は、前記光源は波長を変化させることが可能な波長挿引型光源であり、例え
ば、中心波長１０４０ｎｍ、バンド幅１００ｎｍの光を出射する。光源１０１から出射さ
れた光は、ファイバー１０２を介してファイバーカプラー１０４に導かれる。該光は、フ
ァイバーカプラー１０４により、光量を測定するパワーメーター（ＰＭ：Ｐｏｗｅｒ　Ｍ
ｅｔｅｒ）１３１に至るファイバー１３０と、ＯＣＴ測定のためにファイバーカプラー１
０６に至るファイバー１０５とに分岐される。ＰＭ１３１では、光源１０１から出射され
た光のパワーが測定される。
【００２６】
　ファイバーカプラー１０６は、光源１０１からの光が伝送される光路を参照光路と測定
光路とに分割する分割部として機能する、これにより光源からの光は、測定光（ＯＣＴ測
定光とも言う）と参照光に分岐される。ファイバーカプラー１０４の分岐比は、９９：１
であり、ファイバーカプラー１０６の分岐比は、９０（参照光）：１０（測定光）である
。
【００２７】
　ファイバーカプラー１０６で分岐された測定光は、ファイバー１３１－２を介してコリ
メータ１１６から平行光として出射される。偏光調整部１３９－１は光ファイバー１３１
－２中に設けられ、光ファイバーをループ状に引き回した部分を幾つか持つ。このループ
状の部分をファイバーの長手方向を中心として回動させることでファイバーに捩じりを加
え、これにより測定光と参照光との偏光状態を各々調整して合わせることが可能となる。
本装置ではあらかじめ測定光と参照光の偏光状態が調整されて固定されている。
【００２８】
　出射された測定光は前述した光路３５１を経て、被検眼１０７の眼底で所望の範囲の領
域を走査することができる。
【００２９】
　一方、ファイバーカプラー１０６で分岐された参照光は、ファイバー１３１－３及び偏
光調整部１３９－２を介してコリメータ１２０－１から平行光として射出される。射出さ
れた参照光の光路上には、分散補償ガラス１２１、参照ミラー１２３－１及び１２３－２
、が配置される。分散補償ガラス１２１は参照光の分散を戻り光の分散に合せるために配
置される。参照ミラー１２３－１及び１２３－２は、コヒーレンスゲートステージ１２２
上に配置される。分散補償ガラス１２１を経た参照光はこれら参照ミラーで反射され、コ
リメータ１２０－２によりファイバー１２４に導かれ、該ファイバー１２４を介してファ
イバーカプラー１２６に到達する。
【００３０】
　コヒーレンスゲートステージ１２２は、参照ミラー１２３－１及び１２３－２の位置を
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変更する変更部として機能し、係る機能により測定光の光路長と参照光の光路長を調整す
る。これら参照ミラーは測定光の光路長と参照光の光路長が等しくなる位置が撮影対象付
近となるように配置される。コヒーレンスゲートステージ１２２は被検眼の眼軸長の相違
に対応する為、不図示のモータによって駆動される。
【００３１】
　ファイバーカプラー１２６は参照光路を経由した参照光と測定光路及び被検眼１０７を
経由した戻り光とを合波する合波部として機能する。これによりファイバーカプラー１２
６に到達した戻り光と参照光とは合波されて干渉光となり、ファイバー１２７及び１２８
を経由し、合波された光を検出する光検出器である差動検出器（ｂａｌａｎｃｅｄ　ｒｅ
ｃｅｉｖｅｒ）１２９に導かれる。該差動検出器１２９よって該干渉光から得た干渉信号
が電気信号に変換される。差動検出器１２９から出力されたそれぞれの信号に対して、一
般的な再構成処理を行うことで、断層画像を生成する。
【００３２】
　次に、本実施例の特徴である撮影倍率を変更して撮影する場合について図２（ａ）、図
２（ｂ）、図３（ａ）～図３（ｃ）、及び図４（ａ）を用いて説明する。
【００３３】
　初めに図２を用いて変倍時の内部固視灯の大きさと移動量の変化について説明する。図
２（ａ）の内部固視灯３００１は、例えば標準レンズである第１対物レンズ１３５－１を
用いた場合の被検者の内部固視灯の見え方を示している。標準レンズよりも高倍率（狭画
角）な第２対物レンズに変えた場合、内部固視灯３００１は図２（ｂ）に示す内部固視灯
３１０１のように見え、認識される内部固視灯の大きさが変化してしまう。より具体的に
は、標準レンズを標準レンズより高倍率な第２対物レンズに変えた場合、被検者により認
識される内部固視灯の大きさは小さくなる。言い換えれば、標準レンズを用いた場合の画
角よりも狭い画角の画像を撮影する場合には、被検者により認識される内部固視灯の大き
さは小さくなる。また、内部固視灯を移動させた時の移動量も変化する。すなわち、内部
固視灯の移動指示が示す移動量に対する内部固視灯の移動量も変化する。図２に示した例
では、標準レンズよりも高倍率な第２対物レンズに変えた場合、図２（ａ）における移動
量３００２が図２（ｂ）における移動量３１０２になり、移動させる時の移動量も変化し
てしまう。より具体的には、標準レンズを標準レンズより高倍率な第２対物レンズに変え
た場合、内部固視灯の移動指示が示す移動量に対する被検者により認識される内部固視灯
の移動量は小さくなる。言い換えれば、標準レンズを用いた場合の画角よりも狭い画角の
画像を撮影する場合には、内部固視灯の移動指示が示す移動量に対する被検者により認識
される内部固視灯の移動量は小さくなる。なお、第２対物レンズは標準レンズより低倍率
（広画角）なレンズであってもよく、標準レンズを標準レンズより低倍率な第２対物レン
ズに変えた場合、被検者により認識される内部固視灯の大きさ及び内部固視灯の移動量は
大きくなる。ここで、内部固視灯の移動指示は入力部９２９を介して制御部９２５に入力
されることとしてもよいし、入力部９２９に対する操作によらず自動的に制御部９２５が
指示することとしてもよい。
【００３４】
　図４（ａ）を用いて、実際に被検眼１０７の眼底を撮影する際のフローについて説明す
る。同フローにおけるステップＳ１では、操作者が入力部９２９を介して前眼部観察、眼
底観察、及び眼底撮影に例示される各モードより所望のモードを選択する。なお、操作者
が入力部９２９を介して標準倍率で撮影を行うモード或いは高倍率で撮影を行うモードの
何れかを選択することとしてもよい。また、選択できる撮影モードとして、低倍率で撮影
を行うモードを備えてもよい。選択されたモードに応じて制御部９２５は標準レンズおよ
び第２対物レンズの一方を自動的に光路に挿入することとしてもよい。
【００３５】
　モード選択後、ステップＳ２では図３（ａ）に示す被検眼１０７に対向して配置される
対物レンズとして、標準レンズである第１対物レンズ１３５－１及び標準レンズより高倍
率な第２対物レンズ２３５－１のどちらが撮影光路上に挿入されているかを不図示のセン
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サーで確認する。この第１対物レンズ１３５－１及び第２対物レンズ２３５－１なる光学
部材の光路での有無を切り換える構成は、被検眼の撮影倍率を変更する撮影倍率変更手段
を構成する。なお、これら対物レンズは光学ヘッド９００に対する着脱の態様により変更
されてもよく、この対物レンズの変更は着脱の動作を伴った着脱手段により実行されると
して把握されても良い。
【００３６】
　なお、図３（ａ）～３（ｄ）は、実施例１或いは２における特徴的な光学部材に関して
、図１（ａ）に示した構成よりその主要部を抽出して各々示している。本実施例では、前
述した第１対物レンズ１３５－１と第２対物レンズ２３５－１とが交換可能に構成された
例を示している。
【００３７】
　続くステップＳ３では、光路上に挿入されているレンズが標準のレンズ（第１対物レン
ズ１３５－１）で有るか否かの判定を行う。標準のレンズである第１対物レンズ１３５－
１が撮影光路上に挿入されている場合、フローはステップＳ４に進む。第１対物レンズよ
りも高倍率な第２対物レンズ２３５－１が撮影光路上に挿入されている場合、フローはス
テップＳ７に進む。
【００３８】
　ステップＳ７では、第２対物レンズの倍率に応じて、内部固視灯の大きさ及び移動量が
標準レンズ挿入時と変わらないように固視灯１９１の点灯パターンを変える。或いは、内
部固視灯の表示手段としてＬＣＤを用いた場合は、ＬＣＤ上での表示の大きさ及び移動量
を変えることで同じ効果を奏することが出来る。例えば、対物レンズが標準レンズよりも
高倍率な第２対物レンズに変更された場合、制御部９２５により固視灯１９１で表示され
る固視灯の大きさは大きく又移動指示に対する移動量も大きく変更される、或いはこれら
の変更の何れかが実行されることとなる。なお、対物レンズが標準レンズよりも低倍率な
第２対物レンズに変更された場合、制御部９２５により固視灯１９１で表示される固視灯
の大きさは小さく又移動指示に対する移動量も小さく変更される。これら固視灯１９１及
びその点灯パターンを変更する制御部における構成は、本実施例において、撮影倍率の変
更に応じて内部固視灯の被検眼１０７に投影される表示領域を変更する変更手段を構成す
る。内部固視灯の表示様式を変更した後、フローはステップＳ４に進む。なお、対物レン
ズの種類に対して固視灯１９１の制御方法が対応付けられたテーブルを不図示のメモリ等
に記憶しておき、制御部９２５は当該メモリに記憶されたテーブルに基づいて固視灯１９
１の制御方法を取得し、固視灯１９１を制御することとしてもよい。このステップＳ７に
より撮影倍率の変化による被検者により認識される固視灯の変化を抑制することが可能と
なる。
【００３９】
　ステップＳ４では、光学ヘッド９００と被検眼１０７とのアライメント、各合焦レンズ
によるフォーカス、及び参照光学系のコヒーレンスゲートを調整し、被検眼にピントが合
うようにする。ステップＳ５では、被検眼眼底の所望の撮影部位を撮影する為に内部固視
灯を動かし、被検眼の固視を促す。以上の操作により被検眼眼底の撮影準備が終了する。
その後ステップＳ６で撮影ボタンを押し、実際の撮影を行う。
【００４０】
　以上述べた構成により被検眼の固視を促す操作を行うことによって、被検者に対して撮
影倍率の変更の有無によらず常に同じ大きさ且つ移動量の固視灯を提示することが可能と
なる。よって、変倍の操作前と同じ固視状態を維持して被検眼の撮影を行うことが可能と
なる。
【００４１】
　なお、上述した実施例においては、第１対物レンズ１３５－１に変えて第２対物レンズ
２３５－１を光路に挿入することで変倍を行ったが、撮影倍率を変更するためのレンズを
挿入する位置はこれに限定されるものではない。例えば、撮影倍率を変更するためのレン
ズレンズを対物レンズの配置とは異なる、光路３５１や光路３５２に挿入することで撮影
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倍率を変更することしても良い。図３（ｂ）に、第５レンズ１３６－２とは倍率の異なる
レンズ２３６－２を光路３５１に挿入し、同時に第１レンズ１３６－１とは倍率の異なる
レンズ２３６－１を光路３５２に挿入する例を示す。当該構成として、第１レンズ１３６
－１をレンズ２３６－１と換え、第５レンズ１３６－２をレンズ２３６－２と換える。こ
のようにしても同じ効果を奏することができる。
【００４２】
　また、上記の実施形態においては撮影倍率を変更するためのレンズとして単倍率のレン
ズで変倍を行っているが、倍率を連続的に変更出来るズームレンズで変倍を行っても良い
。この場合、撮影倍率の変更による固視灯の表示様式の変化は、光路３５２に配される合
焦用の光学部材である第１合焦レンズ１３５－３の合焦状態を変更する変更手段として総
称される構成により補正される。
【００４３】
　一方で、図３（ｃ）のように、光路３５１において第５レンズ１３６－２のみをレンズ
２３６－２と交換することで、内部固視灯の大きさ及び移動量を変化させることなく変倍
することもできる。これら図３（ｂ）或いは図３（ｃ）に示す例では、第一の光学部材と
しての第５レンズ１３６－２とレンズ２３６－２とを切り換える構成は第二の切換手段或
いは撮影倍率変更手段を構成する。また、第二の光学部材としての第１レンズ１３６－１
とレンズ２３６－１とを切り換える構成、或いは第１号合焦レンズ１３５及びこれを光軸
に沿って動かす構成は、補正用光学部材を構成する。該補正用光学部材は、内部固視灯を
被検眼に投影する際の表示様式、即ち被検眼から固視灯を見た際の大きさ及び移動方向の
少なくとも一つの、上述の撮影倍率を変更するためのレンズの挿入による変化を補正する
。
【００４４】
　また、以上述べた実施例では、撮影倍率変更手段として二種類の倍率のレンズを用いる
場合を例示したが、用いるレンズは更に多くてもよい。例えば、標準倍率のレンズ、高倍
率のレンズおよび低倍率のレンズのいずれかを選択的に光路に挿入する構成としてもよい
。この場合、各レンズの倍率に例示される光学特性は予めハードディスク９２６に記憶さ
れており、装着或いは挿入時にその特性が例えば制御部９２５によって検出或いは読み出
しされる。変更手段による固視灯１９１の内部固視灯の表示様式の変更は、この検出され
た特性に応じて例えば制御部９２５によって実行されることとなる。この装着レンズの種
類、或いはその特性の検出は、制御部における検出手段として機能するモジュールにより
実行される。また、第一及び第二の光学部材を切り換える態様の場合、これらは各々対応
する複数の対が配置されることとなり、変更手段は第一の光学部材の特性に応じて第二の
光学部材を切り換えることとなる。
【実施例２】
【００４５】
　次に、本発明の実施例２について、図３（ｄ）及び図４（ｂ）を用いて説明する。
【００４６】
　図４（ｂ）を用いて撮影フローを説明する。図４（ｂ）のステップＳ１～ステップＳ６
において実行される内容は実施例１と同じであるため、説明を省略する。本実施例ではス
テップＳ７において実施例１と異なる。
【００４７】
　ステップＳ３で標準のレンズ（図３（ｄ）のレンズ１３５－１）が撮影光路上に挿入さ
れている場合、フローはステップＳ４に進む。第２対物レンズ２３５－１が撮影光路上に
挿入されている場合、フローはステップＳ７に進む。ステップＳ７では、第２対物レンズ
２３５－１の倍率に応じて、内部固視灯の大きさ及び移動量が標準レンズ挿入時と変わら
ないように倍率を補正する補正レンズ２３６－１を例えば制御部９２５が光路３５２に挿
入する。該補正レンズ２３６－１は、第２対物レンズ２３５－１の特性、即ち倍率の変更
を固視灯の光路において相殺するレンズである。例えば、第２対物レンズ２３５－１が標
準レンズに対して高倍率である場合は、補正レンズ２３６－１は標準レンズに対して低倍
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率である。すなわち、倍率に関して、補正レンズ２３６－１は第２対物レンズ２３５－１
と逆の特性を有している。以上の操作を実行することによっても、変倍の操作前と同じ固
視状態を維持して被検眼の撮影を行うことが可能となる。
【００４８】
　また、上記実施形態において断層画像を撮影するためにＳＳ－ＯＣＴを用いて説明した
が、これに限定されるものではなく、ＳＤ－ＯＣＴやＴＤ－ＯＣＴを用いても良い。さら
に、上記実施形態においては眼底を観察するためにＳＬＯを用いたが、ＳＬＯに代えて眼
底カメラやＡＯ－ＳＬＯなどを用いることとしても良い。
【００４９】
（その他の実施例）
　本発明は、上述の実施形態の１以上の機能を実現するプログラムを、ネットワーク又は
記憶媒体を介してシステム又は装置に供給し、そのシステム又は装置のコンピュータにお
ける１つ以上のプロセッサーがプログラムを読出し実行する処理でも実現可能である。ま
た、１以上の機能を実現する回路（例えば、ＡＳＩＣ）によっても実現可能である。

【図１】 【図２】

【図３（ａ）】
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【図３（ｂ）】

【図３（ｃ）】

【図３（ｄ）】

【図４（ａ）】 【図４（ｂ）】
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